
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

五

七

号

北
朝
鮮
軍
兵
士
の
亡
命
事
件
の
法
的
意
味
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

57



北
朝
鮮
軍
兵
士
の
亡
命
事
件
の
法
的
意
味
に
関
す
る
質
問
主
意
書

朝
鮮
国
連
軍
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
二
十
五
日
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
に
と
も
な
い
、
同
月
二
十
七
日
の
国
連
安
保
理
決
議
第

八
十
三
号
及
び
七
月
七
日
の
同
決
議
第
八
十
四
号
に
基
づ
き
、
「
武
力
攻
撃
を
撃
退
し
、
か
つ
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
国
際
の

平
和
と
安
全
を
回
復
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
七
月
に
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
月
、
朝
鮮
国
連
軍
司
令
部
が
わ
が
国
の

東
京
に
設
立
さ
れ
た
。

一
九
五
三
年
七
月
の
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
休
戦
に
関
す
る
一
方
国
際
連
合
軍
司
令
部
総
司
令
官
と
他
方
朝
鮮
人
民
軍
最
高
司

令
官
お
よ
び
中
国
人
民
志
願
軍
司
令
員
と
の
間
の
協
定
（
「
休
戦
協
定
）
と
い
う
。
）
成
立
後
、
一
九
五
七
年
七
月
に
朝
鮮
国

連
軍
司
令
部
が
ソ
ウ
ル
に
移
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
に
は
朝
鮮
国
連
軍
後
方
司
令
部
が
設
立
さ
れ
、
現
在
、
東
京
都
内
の
在
日
米

軍
横
田
飛
行
場
内
に
存
在
し
て
い
る
。
現
在
、
朝
鮮
国
連
軍
は
、
国
連
軍
地
位
協
定
第
五
条
に
基
づ
き
、
わ
が
国
内
の
七
か
所

の
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
動
向
は
わ
が
国
の
安
全
保
障
環
境
に
も
重
要
な
影
響
を
与
え
る
。

十
一
月
十
三
日
、
北
朝
鮮
軍
兵
士
に
よ
る
亡
命
事
件
が
板
門
店
で
発
生
し
た
。
北
朝
鮮
軍
兵
士
は
、
小
型
四
輪
駆
動
で
走
行

し
、
軍
事
境
界
線
ま
で
接
近
し
た
後
、
車
を
降
り
て
韓
国
側
に
逃
走
し
た
。
こ
の
間
、
北
朝
鮮
軍
の
四
人
の
兵
士
が
追
走
し
な

が
ら
銃
撃
し
、
亡
命
し
た
兵
士
は
銃
弾
を
受
け
、
ソ
ウ
ル
郊
外
の
病
院
に
運
ば
れ
た
。
一
時
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
だ
っ
た

一



が
、
現
在
は
意
識
が
回
復
し
て
い
る
。

十
一
月
二
十
二
日
、
国
連
軍
司
令
部
は
、
亡
命
事
件
発
生
時
の
様
子
を
捉
え
た
監
視
カ
メ
ラ
の
映
像
を
公
開
し
た
。
映
像
に

は
北
朝
鮮
軍
兵
士
が
逃
げ
る
兵
士
を
銃
撃
し
た
上
、
軍
事
境
界
線
を
韓
国
側
に
一
時
越
境
し
、
再
度
北
朝
鮮
側
に
戻
る
様
子
が

鮮
明
に
映
っ
て
お
り
、
国
連
軍
司
令
部
は
「
（
朝
鮮
戦
争
の
）
休
戦
協
定
を
違
反
し
た
」
と
断
定
し
て
い
る
。

こ
の
事
件
に
関
連
し
て
政
府
の
見
解
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

当
該
亡
命
事
件
が
発
生
し
た
の
は
、
休
戦
協
定
第
一
条
第
一
項
で
い
う
「
軍
事
境
界
線
を
確
定
し
、
敵
対
す
る
軍
隊
の
間

に
非
武
装
地
帯
を
設
け
る
た
め
に
、
双
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
線
よ
り
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
後
退
す
る
。
非
武
装
地
帯
を
設
け

て
緩
衝
地
帯
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
対
行
為
再
発
へ
導
く
恐
れ
の
あ
る
事
件
の
発
生
を
防
止
す
る
」
と
こ
ろ
の
軍
事
境

界
線
付
近
の
非
武
装
地
域
内
で
あ
る
と
の
理
解
で
よ
い
か
。

二

当
該
亡
命
事
件
に
お
い
て
、
北
朝
鮮
軍
兵
士
が
逃
げ
る
兵
士
を
銃
撃
し
た
上
、
軍
事
境
界
線
を
韓
国
側
に
一
時
越
境
し
た

行
動
は
、
休
戦
協
定
第
一
条
第
六
項
で
い
う
「
双
方
は
、
い
ず
れ
も
非
武
装
地
帯
内
で
、
ま
た
は
非
武
装
地
帯
よ
り
、
あ
る

い
は
非
武
装
地
帯
に
む
か
っ
て
い
か
な
る
敵
対
行
為
も
お
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
禁
止
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
と
の
理
解

で
よ
い
か
。

二



三

二
に
関
連
し
て
、
軍
事
境
界
線
付
近
で
北
朝
鮮
軍
の
四
人
の
兵
士
が
駆
け
つ
け
、
兵
士
の
背
後
か
ら
拳
銃
や
自
動
小
銃
を

韓
国
側
に
発
砲
す
る
行
為
は
、
休
戦
協
定
第
一
条
第
六
項
で
い
う
「
双
方
は
、
い
ず
れ
も
非
武
装
地
帯
内
で
、
ま
た
は
非
武

装
地
帯
よ
り
、
あ
る
い
は
非
武
装
地
帯
に
む
か
っ
て
い
か
な
る
敵
対
行
為
も
お
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
禁
止
さ
れ
た
行

為
で
あ
る
と
の
理
解
で
よ
い
か
。

四

政
府
は
、
当
該
亡
命
事
件
に
関
し
て
次
の
行
為
は
休
戦
協
定
違
反
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

あ
）

軍
事
境
界
線
付
近
で
北
朝
鮮
軍
の
四
人
の
兵
士
が
駆
け
つ
け
、
兵
士
の
背
後
か
ら
拳
銃
や
自
動
小
銃
を
韓
国
側
に
発

砲
し
た
行
為
。

い
）

北
朝
鮮
軍
兵
士
が
逃
げ
る
兵
士
を
銃
撃
し
た
上
、
軍
事
境
界
線
を
韓
国
側
に
一
時
越
境
し
た
行
為
。

五

当
該
亡
命
事
件
で
は
、
北
朝
鮮
軍
の
兵
士
ら
の
銃
撃
に
対
し
て
応
戦
し
な
か
っ
た
た
め
、
韓
国
と
北
朝
鮮
の
間
の
武
力
衝

突
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
多
く
の
過
去
の
紛
争
は
こ
の
よ
う
な
偶
発
的
衝
突
が
高
じ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
現
在
、
政
府
は
、
朝
鮮
半
島
有
事
が
発
生
し
た
場
合
、
数
万
人
い
る
と
推
定
さ
れ
る
在
韓
邦
人
の
日
本
国
内
等
へ
の
避

難
計
画
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

朝
鮮
半
島
有
事
の
際
の
在
韓
邦
人
の
日
本
国
内
等
へ
の
避
難
は
、
朝
鮮
国
連
軍
司
令
官
の
勧
告
あ
る
い
は
要
請
に
よ
っ
て

三



行
わ
れ
る
と
の
理
解
で
よ
い
か
。
あ
る
い
は
、
政
府
の
自
ら
の
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

韓
国
に
お
け
る
在
留
邦
人
の
避
難
が
行
わ
れ
る
場
合
、
民
間
機
の
チ
ャ
ー
タ
ー
な
ど
が
主
た
る
手
段
に
な
る
と
想
定
で
き

る
が
、
事
態
が
非
常
に
緊
迫
し
た
段
階
で
緊
急
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
民
間
機
は
運
航
し
て
い
な
い
可
能
性

が
高
く
、
自
衛
隊
の
輸
送
機
の
派
遣
も
視
野
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。
現
行
の
法
令
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
の

か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


